
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
し
、
対
象
と
す
る
事
件
の
種
類
を
追
加
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

理
由



（
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
を
行
う
者
）

（
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
を
行
う
者
）

第
三
条

記
録
等
を
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
は
、
次
の
各

第
三
条

記
録
等
を
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所

の
長
が
行
う
。
た
だ
し
、
既
に
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定

の
長
が
行
う
。
た
だ
し
、
既
に
特
別
保
存
に
付
す
る
認
定

が
さ
れ
た
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
特
別
保
存
に
付

が
さ
れ
た
記
録
等
に
つ
い
て
は
、
重
ね
て
特
別
保
存
に
付

す
る
認
定
を
行
わ
な
い
。

す
る
認
定
を
行
わ
な
い
・

一

事
件
記
録
及
び
事
件
書
類
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

一

事
件
記
録
及
び
事
件
書
類
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）

事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧
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別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

地
方
裁
判
所
）

二
～
五

（
略
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
事
件
の
第
一
審
裁

判
所
（
別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
に
掲
げ
る
事
件
に
あ

っ
て
は
、
当
該
事
件
を
担
当
す
る
執
行
官
の
所
属
す
る

’一

Ｌ
ｌ
「
し

一
千
ノ

I

二

十

八執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第

百
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
執

行
記
録
が
作
成
さ
れ
た
事
件

事
件
の
種
類

へ

略
一

別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）

判
所

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
事
件
の
第
一
審
裁

二
～
五

（
略
）

1

二

十

八 事
件へ

新 （
同
上
）

訊
亟
） の

種
類

－2－



’
三

十

二二

十

た
聖
ｂ
の

事
判
例
集
、
最
高
裁
判
所
裁
判
集

（
刑

損
害
賠
償
命
令
事
件

へ ヘ

新 新訓
亟
）

訊
亟
）

－3－



民事訴訟法その他の法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法に

より申立てその他の申述等を行うことができる事件に関する委任

民事訴訟法（平成8年法律第109号）その他の法令の規定により電子情

報処理組織を使用する方法により申立てその他の申述等を行うことができる

事件（電磁的記録により事件記録を構成する事件に限り、民事訴訟法等の一

部を改正する法律（令和4年法律第48号）の施行の日前に督促オンライン

システムにより申し立てられた事件を除く。）に関する下記の事項について

は、最高裁判所事務総長に委任する。

記

1 事件の受付及び分配、手数料の納付、申立ての手数料として提出された

収入印紙の管理並びに提出された郵便切手の管理に関する事項

2 事件記録の管理及び管理の引継ぎ、民事訴訟法その他の法令の規定によ

り書面等に記載された事項をファイルに記録した後の書面等の取扱い並び

に事件に関する電磁的記録又は書類で事件記録とすることを要しないもの

の取扱いに関する事項

3 事件の係属中及び終局時の事件管理システム（裁判所職員が事件の管理

のために用いる情報システムをいう。）への事件の管理に関する事項の記

録に関する事項

4 電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができる事

件の事件記録保存規程第5条及び第6条第3項において最高裁判所が定め

ることとされている事項

5 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程（昭和37年最高



裁判所規程第3号）附則第3項において最高裁判所が指示することとされ

ている事項

事件関係の帳簿及び諸票の備付け等に関する事項6

電子調書の記録事項及び記録方法に関する事項7

！


